
⑭タウントピックス

　　　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
を
ご
利
用
い
た

だ
く
と
、
混
雑
す
る
税
務
署
の
確
定
申

告
会
場
に
出
向
か
な
く
て
も
、
ご
自
宅

の
パ
ソ
コ
ン
・
タ
ブ
レ
ッ
ト
・
ス
マ
ー

ト
フ
ォ
ン
か
ら
申
告
書
を
作
成
で
き

ま
す
。

●
Ｉ
Ｄ・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
に
よ
る
ｅ

　

- 

Ｔ
ａ
ｘ（
電
子
送
信
）

　
平
成
31
年
１
月
か
ら
、ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
利

用
手
続
き
が
簡
便
化
さ
れ
、
国
税
庁
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ

ー
ナ
ー
」
で
申
告
書
を
作
成
し
、Ｉ
Ｄ

と
パ
ス
ワ
ー
ド
を
入
力
す
る
だ
け
で
、

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。Ｉ
Ｄ・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
使

え
ば
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
Ｉ
Ｃ

カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
を
お
持
ち
で

な
く
て
も
、
ご
自
宅
等
か
ら
パ
ソ
コ
ン

や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
簡
単
に
ｅ-

Ｔ

ａ
ｘ
で
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
大
変

便
利
で
す
。ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
Ｉ
Ｄ・
パ
ス
ワ
ー
ド
取
得
方
法

　
お
近
く
の
税
務
署
に
お
い
て
５
分

　
程
度
で
発
行
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

 

・
運
転
免
許
証（
写
し
で
も
可
）な
ど
の

　

本
人
確
認
書
類
を
持
参
く
だ
さ
い
。

 

・Ｉ
Ｄ
・
パ
ス
ワ
ー
ド
を
平
成
29
年
分

　
の
確
定
申
告
に
お
い
て
す
で
に
取

　
得
さ
れ
て
い
る
方
は
、お
手
元
の「
Ｉ

　
Ｄ・
パ
ス
ワ
ー
ド
方
式
の
届
出
完

　
了
通
知
」で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

●
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
方
式
に
よ

　
る
ｅ- 

Ｔ
ａ
ｘ（
電
子
送
信
）

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
と
Ｉ
Ｃ
カ

ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
を
お
持
ち
の
方

は
、従
来
ど
お
り
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
方
式
に
よ
る
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
が
ご
利
用

い
た
だ
け
ま
す
。

●
ス
マ
ホ
で
申
告

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」で
は
、
平
成
31

年
１
月
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で

も
申
告
書
を
作
成
で
き
ま
す
。

▼
対
象
と
な
る
方　
年
末
調
整
済
み
の

　
給
与
所
得
者
で
、医
療
費
控
除
ま
た

　
は
ふ
る
さ
と
納
税
な
ど
の
寄
附
金

　
控
除
を
適
用
し
て
申
告
す
る
方

▼
利
用
方
法　
Ｉ
Ｄ・
パ
ス
ワ
ー
ド
を

　
お
持
ち
の
方
は
「
ス
マ
ホ
専
用
画

　

面
」
か
ら
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
申
告
を
ご
利

　
用
く
だ
さ
い
。

●
書
面
に
よ
る
提
出

　
Ｉ
Ｄ・
パ
ス
ワ
ー
ド
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
が
な
い
方
は
、国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ「
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ

ー
」
で
申
告
書
を
作
成
し
印
刷
し
て
、

直
接
ま
た
は
郵
送
で
税
務
署
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

　

医
療
費
控
除
に
つ
い
て

　
医
療
費
控
除
を
適
用
さ
れ
る
方
は
、

平
成
29
年
の
確
定
申
告
か
ら
領
収
書
の

提
出
が
不
要
と
な
り
、代
わ
り
に「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
添
付
が
必
要

と
な
り
ま
し
た
。税
務
署
か
ら
記
載
内

容
の
確
認
を
求
め
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
領
収
書
は
５
年
間
保
存
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
配
偶
者
控
除・配
偶
者
特
別　  

　
控
除
の
改
正（
平
成
30
年
分
か
ら
）

●
配
偶
者
控
除

　
申
告
者
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

１
，
０
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
、
配

偶
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。ま
た
控
除
額
が
次
の
と
お
り
変

更
と
な
り
ま
す
。

●
配
偶
者
特
別
控
除

　
配
偶
者
特
別
控
除
の
対
象
と
な
る

配
偶
者
の
合
計
所
得
金
額
が
38
万
円
超

１
２
３
万
円
以
下
と
さ
れ
、
申
告
者
本

人
の
合
計
所
得
金
額
に
よ
っ
て
も
控

除
額
が
異
な
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。ま

た
、
申
告
者
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が

１
，
０
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合
は
、

配
偶
者
特
別
控
除
の
適
用
は
あ
り
ま

せ
ん
。詳
細
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
Ｎ
ｏ.

１
１
９
５
」

を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　

公
的
年
金
等
受
給
者
の
方
へ

　
公
的
年
金
等
の
収
入
金
額
の
合
計

額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
公
的
年
金

等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額

が
20
万
円
以
下
で
あ
る
と
き
は
、
所
得

税
の
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。た
だ
し
、
次
の
場
合

は
申
告
が
必
要
で
す
。

 

・
所
得
税
の
還
付
を
受
け
る
場
合

 

・
純
損
失
や
雑
損
失
の
繰
越
控
除
な

　
ど
確
定
申
告
書
の
提
出
が
要
件
と

　
な
っ
て
い
る
控
除
の
適
用
を
受
け

　
る
場
合

 

・
外
国
に
お
い
て
支
払
わ
れ
る
公
的

　
年
金
等
、
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
ら

　
な
い
年
金
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合

※

確
定
申
告
が
不
要
で
も
、
住
民
税
の

申
告
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ　
大
田
原
税
務
署

　
☎
０
２
８
７-

22-

３
１
１
５

　
〒
３
２
４- 

０
０
５
８　

　
大
田
原
市
紫
塚
１
丁
目
５-

54

便
利
な
確
定
申
告
書
作
成
コ

ー
ナ
ー
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

申告者本人の

合計所得金額

900 万円以下

900 万円超

950 万円以下

950 万円超

1,000万円以下

配偶者控除の額

（　）内の金額は老人控除

対象配偶者の場合

38 万円  （48 万円）

26 万円  （32 万円）

13 万円  （16 万円）

大田原税務署からの
確定申告に関する重要なお知らせ
大田原税務署からの
確定申告に関する重要なお知らせ


